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次
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市
計
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い
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催
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す
。
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【
公
聴
会
】

▼
日
時
　
５
月
20
日(

日)
　
午
後
２
時

▼
場
所
　
一
宮
市
役
所 

14
階 
大
会
議
室

▼
傍
聴
　
当
日
、
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
会
場
の
収
容
人
員
を
超
え
る
場
合
は
、
入
場
制

限
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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▼
公
述
申
立
て
　
公
聴
会
で
公
述
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

公
述
申
立
書
を
閲
覧
期
間
内
（
必
着
）
に
愛
知
県
建
設
部

都
市
計
画
課(

〒
４
６
０
‐
８
５
０
１
　
住
所
不
要)

へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
公
述
申
立
て
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を

中
止
し
ま
す
。

【
意
見
募
集
】

　
尾
張
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

に
つ
い
て
は
、
公
聴
会
の
開
催
に
加
え
て
、
皆
様
か
ら
の

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
詳
細
は
、
愛
知
県
建
設
部
都
市

計
画
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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扶桑町内の 2 月中の犯罪発生総数（暫定値）は、 16 件（昨年同月 13 件）です。

　車上狙い被害が山名学区で 1件、扶桑東学区で 1件、自転車盗被害が山名学区で 1件　
発生しました。

愛知県警察からのお知らせ  　　　　　　　　　　　 平針運転免許試験場は、平成 30 年 1 月から建替え工事のため、来場者の
駐車場が利用できません。公共交通機関のご利用をお願いします。
▼問い合わせ　運転免許課  ☎ 052（951）1611（内線：781‐280・281）

◆ 4 月 6 日から 15 日までの 10 日間、
　　　　　  春の全国交通安全運動が実施されます。
　新年度を迎え、真新しいランドセルを背に元気な姿で
登校する子供や新社会人となった若者のフレッシュな姿
を見かけるようになります。
　しかし、この時期は、不慣れな交通環境で通学・通勤が
始まり、交通事故の発生が心配される時期でもあります。
　また、気候もよくなり、行楽などで自動車を使ったり、
高齢者が外出する機会が増えたりして、交通事故の危険
性が高まります。
　県民一人一人が交通安全意識を高め、安全運転や安全
行動の実践を通じて交通事故の防止を図りましょう。

◆新入学児童・園児の交通事故防止
　春は入学、入園の時期。これまで家の近くやご家族の
周りで遊んでいた子供達も、学校や幼稚園などに通うよ
うになると、行動範囲がグンと広がり、ご家族の目の届
かないところでの行動も多くなり、登下校時はもとより、
新しい友達の家に行ったり、一緒に遊んだりする機会が
増えます。
○お子さんへの交通安全教育
・幼児に対しては、心身の発達段階に応じて、道路の安

行けるはず まだ渡れるは もう危険　～子供と高齢者を交通事故から守ろう～

　全な通行方法などの基本的な交通ルールを遵守させ、
　交通マナーを実践させる態度を習得させること
・児童に対しては、歩行者と自転車の利用者として道路
　及び交通の状況に応じて自ら判断して安全に道路を通
　行できるための必要な技能と知識を習得させること
　を目標に、保護者の方や学校の先生方が深い愛情を 
　持って、わかりやすく、「飛び出しをしない」「道路を
　横断するときは、手をあげる」等、具体的に繰り返し
　指導していただくことが大切です。
○新入学児童・園児のいる保護者が果たす役割
・お子さんと一緒に通学（園）路を歩いて、必ずお子さ
　んの目線で危険箇所を確認してください。通学（園）
　路を歩く時に、お子さんの目の高さから危険箇所を確
　認してみると、大人の目では安全に見える場所が、子
　供達には大変危険な場所となることがしばしばありま
　す。さらに、この通学（園）路を車で走り、ドライバー
　の目線から危険箇所を確認してみると、新たな危険の
　発見にびっくりされることもあると思います。
・車社会を歩き始めたばかりの子供達を安全に育んでい
　くためには、他の道路利用者、特に、ドライバーの皆
　さんが、児童や幼児の特性を十分に理解し、思いやり
　のある運転を心掛けていただくことが必要です。

「安心」して暮らせる「安全」な扶桑町の確立

犬山警察署からのお知らせ 110 番


